
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表の対象 

特定防火対象物  

 

 

 

 

などの不特定の人が出入りする建物 

 

公表の対象と 

なる違反内容 

 

 

 

 

 

 

 

設置が義務付けられた消防用設備等のうち上記設備が設置されていないもの 

 

公表の方法 

 

知多市消防本部のホームページへ掲載           

 

    お問い合わせ先 

知多市消防本部予防課 ☏０５６２－５６－０１４７ 

 

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 

物品販売店 

飲食店 

病院 

ホテル 

２０２０年 


